
いじめ対応の基本的な流れ

いじめ情報のキャッチ ●「いじめ防止対策委員会」を招集する。
●いじめられた児童を徹底して守る。
●見守る体制を整備する。（登下校、休み時間、清掃時間、
放課後等）

正確な実態把握 指導体制､方針決定 児童への指導･支援 今後の対応

●当事者双方、周 ●指導のねらいを明 ●いじめられた児童 ●継続的に指導
りの児童から聴 確にする。 を保護し、心配や や支援を行う
き取り、記録す ●すべての教職員の 不安を取り除く。 ●カウンセラー
る。 共通理解を図る。 ●いじめた児童に、 等の活用も含

●個々に聴き取り ●対応する教職員の 相手の苦しみや痛 め心のケアに
を行う。 役割分担を考える みに思いを寄せる あたる。

●関係教職員と情 ●町教育委員会、関 指導を十分に行う ●心の教育の充
報を共有し、正 係機関との連携を 中で「いじめは決 実を図り、誰
確に把握する。 図る。 して許されない行 もが大切にさ

●ひとつの事象に ●「いのちの電話」 為である。」とい れる学級経営
とらわれず、い 等のいじめ問題な う人権意識をもた を行う。
じめの全体像を どの相談窓口の利 せる。
把握する。 用も検討する。

保護者との連携

●直接会って、具体
的な対策を話す。

●協力を求め、今後
の学校との連携方
法を話し合う。

≪ いじめ問題に取り組むための校内組織≫

生徒指導推進委員会

いじめ防止対策委員会 校内委員会等
＜構成員＞
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、 人権教育推進委員会
情報集約担当者、教育相談担当、養護、担任 生徒指導部会
※定例のいじめ防止対策委員会は、月に１回程度開催 特別支援教育部会
する。

＜調査班＞ いじめ発生
教務主任
生徒指導主任
情報集約担当者
担任、養護教諭

緊急いじめ対策会議 関係機関

＜対応班＞ 校長、教頭、教務主任、生徒 多良木警察署生活安全課
教務主任、担任 指導主任、情報集約担当者、 球磨福祉事務所
教育相談担当 ＰＴＡ会長、民生児童委員、 八代児童相談所

区長会会長、学校評議員、水
上村教育委員会


